
 

 

 

 

 

今回は、各市町の福祉課窓口に療育手帳について質問をし、教えていただきました。 

 

（質問１）療育手帳を申請するときに申請者が気を付けることはありますか 

（回答） 

・療育手帳の申請の際に、持ち物に不足がないように印鑑や写真 

（４㎝×３cm）など HPで確認しましょう。 

 

・障害の程度により非該当となる場合があります。 

 

・申請書や調査票に母子手帳の情報や幼少期の様子などを書いてもらうので、申請書の記

入に少し時間がかかります。 

 

・18 歳を超えてから新規申請をする場合、出生から 18歳到達までの間（発達期）に知

的障害が確認できるものが必要となり、手帳の交付に時間がかかるため、申請する時期

を早めにするといいです。 

 

 

（質問２） 療育手帳は、申請から交付するまで、どれくらいの期間がかかりますか？ 

（回答） 

・各市町、個のケースで状況は異なりますが、一般的には申請してから交付まで 3～4 か

月程度がかかるため(申請してから面接までの期間が約２～３か月、自身が手帳を必要と

するタイミング（進学や障害者雇用での就職など）までに交付されるよう余裕をもって

進めましょう。 

人によっては、面談の際に後日医師の診断書の提出を求められる場合があります。 

 

 

（質問３）障害判定の検査には、どのくらいの時間を要しますか? 

（回答） 

・西部児童相談所における面談の時間は、おおむね１時間半ほどです。ケースの状況により

延長する可能性があります。日本語での会話が難しい場合は、本人・保護者とも通訳同席

が必要であるため２～３時間かかります。 
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（質問４）小さな子どもや申請する児童を連れて行った場合、託児サービスなどはあります

か？ 

（回答） 

・ありません。児童相談所での面談は、保護者と対象児童で行き、児童が検査している間に

別室で保護者への聞き取りをするようになります。面談の際は小さなお子様を連れて行っ

ていただいても可能です。申請時にご相談ください。 

 

 

（質問５）更新月が過ぎた場合、どうなりますか？ 

（回答） 

・更新月が過ぎてしまっても、手帳の効力は無効にはなりませんが、それまで受けていた福

祉サービス等の各種援助が受けられなくなることがあります。更新時期の経過の長短にか

かわらず再認定は受け付けることができるため、できる限り速やかに再判定を行う必要が

あります。 

 

（質問６）その他、手帳以外のことでも福祉サービスについて何かあればアドバイスいただ 

 きたいです。 

（回答） 

・手帳や各福祉サービスにおいて申請から利用まで時間がかかるので、時間に余裕をもって

手続きしてください。 

・療育手帳に関することは静岡県療育手帳判定要領に基づき西部児童相談所が行っている

ため詳しい内容は西部児相に確認するとよいでしょう。 

 

 

各市町によって多少の違いは、ありますので、直接連絡を取って確認
しましょう。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



最後に、本校の学区内の福祉サービス事業所などの社会資源について、情報入手の仕方を

お知らせします。各自治体を中心に障害者福祉のしおりなど分かりやすい資料が発行されて

いますので、紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜静岡県発行＞知的・身体障害者福祉のしおり←クリック 

＜袋井市発行＞障がい者福祉のしおり←クリック 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ＜磐田市発行＞障がい者のしおり←クリック 

        子どもの発達サポートガイドぽっかぽか←クリック 

 

 

 

 

ここにあげた資料には、 

各自治体の障害福祉の 

制度やサービスの概要が 

分かりやすく示されてい 

ます。各自治体のホームペ

ージにも記載されていま

す。 

静岡県 袋井市 

磐田市 

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/1040584/1023701.html
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/12/3/1465780488100.html
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/shougaisha_fukushi/shien/1001910.html
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_shien/hattatsu_shien/index.html


                     

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東遠地域発行＞東遠地域障がい児者福祉施設ガイドブック←クリック 

                   

＜中遠地域自立支援協議会 ＨＰ＞←クリック 

 

            

 

 

 

 

 

＜ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）独立行政法人福祉医療機構 ＨＰ＞←クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
 

ワムネットは、介護・福祉・医療な

どの制度解説や研修セミナー情報な

ど、福祉・保健・ 医療の情報を総合

的に提供している情報サイトです。

障害者福祉のページでは、制度解説

や全国のサービス事業所の情報を検

索することができます。 

支援連携課たより「つなぐ」は今年度の配信は今回で最終となります。各号は、学

校ホームページの支援連携課のページにも掲載しています。福祉制度については、

活用したいと思ったときに、何から調べていいのか疑問に思うこともあるかもしれ

ません。学校の情報も是非御活用ください。 

東遠地域障がい児者福祉施設ガイドブック

には、東遠地域（掛川市、菊川市、御前崎市、

森町）で実施されている障がい児者を対象と

した福祉サービスについて、詳細な情報が掲

載されています。各市町のＨＰから閲覧可能

です。 

中遠地域自立支援協議会のＨＰで

は、中遠地域（袋井市、磐田市）の 事

業所情報を得ることができます。 

掛川市、菊川市、御前崎市、森町 

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/10005.html
https://tyuenjisikyo.jimdofree.com/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/


 


